
 

Ｈ１７年度 ふくしま協働のまちづくり事業 

  

「住まいとまちの安全」フォーラム 

… 地震災害への備えは大丈夫？ … 
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社団法人 福島県建築設計協会 

県北支部青年部 
 

 



開催概要

１． 事業名 

   「住まいとまちの安全」フォーラム 

    … 地震災害への備えは大丈夫？ … 

２． 事業目的 

（１） 防災意識の啓発と住まいとまちの安全対策

の推進 

  地震災害に対する市民の意識向上を図り、

合わせて安全な住まいづくりと地域づくり

を考えることで、安全・安心なまちづくりの

推進に寄与することを目的とする。 

（２） 多様な視点から地震災害対策を探る 

  地震災害の現状を学び、地震に強い住まい

づくり・地域づくりをはじめ、避難、救助、

復旧、災害ボランティア等についても考える

機会とする。 

３． 実施日時 

   平成１７年１２月１０日（土） 

   １０：３０～１６：００ 

４． 開催場所 

   コラッセふくしま（３Ｆ 企画展示室） 

５． 参加人員 

   １５０名 

６． 参加費 

   無 料 

７． 主 催 

   社団法人 福島県建築設計協会 

   県北支部青年部 

８． 共 催  

   福島市 （市民部防災室） 

       （都市政策部開発建築指導課） 

９． 後 援  

   福島県 

   福島商工会議所 

   福島市商店街連合会 

  （社）福島青年会議所 

  （財）ふくしま建築住宅センター 

  （社）福島県建設業協会県北支部 

   ふくしま青年フォーラム 

   福島民報社、福島民友新聞社 

   ＮＨＫ福島放送局、福島テレビ 

   福島中央テレビ、福島放送 

   テレビユー福島、ラジオ福島 

   ふくしまＦＭ、ＦＭポコ 

   福島建設工業新聞社、福島タイムズ社 

   建設新報社、建設新聞社 

 

 

１０．実施プログラム 

◆ 第１部 親子ワークショップ 

     １０：３０～１２：００ 

 テーマ：力のデザイン 

      ～座ってこわれないイスをつくってみよう！～ 

 講 師：轡田倉満 氏 

     （社団法人霊山こどもの村管理会） 

◆ 第２部 シンポジウム 

    １３：３０～１６：００ 

＜基調講演＞ 

 演 題：住まいとまちの安全 

      ～新潟中越地震災害の実情を語る～ 

 講 師：長島忠美 氏 

     （衆議院議員・旧新潟県山古志村 村長） 

＜パネルディスカッション＞ 

 テーマ：地震とまちの安全を考える 

      ～地震災害への備えは大丈夫？～ 

 パネリスト： 

    ○長島忠美 氏 

     （衆議院議員・旧新潟県山古志村 村長） 

    ○山田義夫 氏 

     （福島市市民部 部長） 

    ○佐藤良治 氏 

     （福島市消防本部予防課 主幹） 

    ○田中幸吉 氏 

     （福島県建築設計協会木造住宅耐震化 

      促進検討会委員） 

 コーディネーター：  

    ○鈴木宏幸 

     （福島県建築設計協会県北支部青年部 

      部会長） 
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◆第１部 親子ワークショップ報告     

 

●テーマ：力のデザイン 

      ～座ってこわれないイスをつくってみよう！～ 

  

●講 師：轡 田 倉 満 氏 

     （社団法人霊山こどもの村管理会） 

 

＜記録写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イスの製作がはじまる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子の協働作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱心に先生の説明を聞く子どもたち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインは決まったかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上手に固定できるかな？ 
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脚の取り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラーリングもイケテル～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生のアドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あちらこちらにカラフルなイスが… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試しに座ってみよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壊れないかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座り心地はどう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に強い構造の説明 
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◆第２部シンポジウム 報告         

＜主催者挨拶＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
司会（二瓶由美） 本日は「ふくしま協働のまちづ

くり事業 住まいとまちの安全フォーラム」にお越

しいただきましてありがとうございます。本日、司

会進行を務めさせていただきます「二瓶由美」と申

します。不慣れな点もございますけれども、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 それでは開会に先立ちまして、主催者を代表して

「社団法人福島県建築設計協会 県北支部青年部 

部会長の鈴木宏幸」よりご挨拶を申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鈴木宏幸 部会長 皆さまこんにちは。はじめに、開

会が遅れてしまいましたこと、主催者を代表してお

詫びを申し上げさせていただきます。「設計協会県

北支部青年部の鈴木」と申します。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 
 何はさておきまして、本日はご多用中のところ、

そして足元の悪い中、このフォーラムにご参加を賜

りまして誠にありがとうございます。高い席からで

はございますが、御礼申し上げます。また、本事業

でございますが、「ふくしま協働まちづくり事業」と

いうことで、「福島市のコラボふくしま」という事業

の認定を頂戴いたしまして、本日福島市さんと共催

で開催させていただきますことを、皆さまにご報告

をさせていただきたいと思います。 
 さて、皆さまご承知のとおり、近年全国各地で大

きな地震災害が発生しております。そして、それに

より建物が倒壊したり、崖崩れが起きたり、またそ

れによって多くの死傷者を出すなど、全国各地で甚

大な被害が出ております。そのような中、私たちの

福島市のことを考えますと、これまで幸いにして近

年大きな地震もなく、何とか他の被災された所に比

べると、まだ幸せな生活を送っているところではご

ざいますが、「宮城県沖地震」というものが、「今後

３０年以内に９９％の確率で発生する可能性があ

る」と地震調査委員会の報告でもございます。あと

１０年以内でも５０％ということで、２分の１の確

率で、もしかすると起きるかもしれないという状況

でございます。そんなことを考えると、私たちもの

んびりはしていられないなということで、今回この

ような地震災害に対するフォーラムを開催させてい

ただき、市民の皆さまと一緒に私たちのまちのこと

を考えさせていただく良い機会にできればなという

ことで開催させていただきます。そして本日は、皆

さまよくご存知かと思いますが、「新潟県の旧山古

志村の村長さん」を務められまして、そして先日の

「衆議院選挙で見事当選されました長島先生」を、

本日特別ゲストとしてお迎えさせていただいており

ます。実際に被災された場所で、行政の代表として

復興に尽力された方でございます。その生の声を聞

くことによって、より現実味のある今後のことを考

えていきたいなと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
また、そのあとパネルディスカッションというこ

とで、「福島市市民部の山田部長さん」、それから「消

防本部の佐藤さん」、そして「建築構造の専門である

田中さん」をお迎えしてパネルディスカッションを

開催させていただきます。どうぞ最後の最後までご

一緒に、福島の地震災害の今後を考えていただけれ

ば幸いと存じます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。簡単ではございますが、主催者代表の挨拶に代

えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 
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司会 ありがとうございました。続きまして同じく

主催者であります福島市を代表して、福島市市民部

長 山田義夫よりご挨拶を申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山田義夫 部長 皆さんこんにちは。ただいま紹介を

いただきました「市の市民部長の山田」でございま

す。今、声わずらいをしておりまして、大変申し訳

ない声ですけどもご勘弁いただきたいと思います。 
 ただいま主催者を代表して「鈴木部会長さん」の

方からお話があったわけでございますけども、この

事業は「福島市のコラボ事業」、正式には「ふくしま

協働のまちづくり事業」という事業でもって、市の

方でいくばくかの補助を出しておりまして、全部で

今年度は１０団体がこの事業に該当しておりまして、

その協働のまちづくりの精神をうたいながら、また

市の積極的なまちづくりを展開しようという団体の

皆さんにのみ、市の方で側面からバックアップをし

ているという事業でございます。私の場合ですと、

「市民部」ということで、実は「市民部」というの

も大変間口の広い部署なのですが、今日ここにおり

ますのは、「防災の総括担当窓口」という立場でござ

います。また、併せまして近年非常に心憂いており

ます子供さんの事件が多発しておりますけれども、

そういう関連で「防犯の窓口」ということも、この

「市民部」の大きな仕事になっておりまして、防災・

防犯含めて総括担当という立場から今日この席に立

っているというわけでございます。今日は、市の方

からもたくさん職員が見えているわけですが、また

建築に関係する団体の皆さん、それから市民の方々、

本当に今日は、土曜日のお休みのところ、あるいは

悪天候の中、この素晴らしいコラボ事業であります

「住まいとまちの安全フォーラム」ということでご

参加いただきましたことを、まずもって御礼申し上

げたいと思います。 
 実は先だって、小千谷市の市長さんをお招きしま

した。同じ新潟県中越地方の小千谷市の市長でござ

いますけども、これは福島気象台と県と市が共催で

講演会を開きました。その時にも、非常に我々大変

なお話を聞きまして感銘をいたしました。それは何

かと申しますと、私どもの方も、後ほどパネルディ

スカッションでお話する機会があると思うのですが、

いろんなデスクワーク上の計画は持っておるわけで

すが、もちろん今まで経験したことがございません。

特に、地震に関する対応というのは、ある意味では

無防備でございます。水害ですとこれまでにも経験

がありまして、それなりの対策は講じられているわ

けですが、残念ながらこの大地震を実際に経験した

ことはなく、ない方がいいんですが、そういう関係

で非常に実体験に実は乏しいというところがありま

して、我々の考えているその計画が、果たして現実

的にどのくらい役に立つのかということは、常々思

い知らされているということがございます。そうい

う中で、市長さんの話を聞いて、改めて見直しを迫

られたということもございます。 
今日は、さらに「長島衆議院議員、旧山古志村村

長」でございますけども、「長島忠美先生」をお招き

しまして、さらに詳しく、実体験された経験談など

も含めながらいろんな示唆をいただけるということ

で、我々自身も大変、実は期待をしておりまして、

改めて一生懸命勉強したいというつもりで、本フォ

ーラムに臨みたいと思っているわけでございます。

そういう意味で、今日は「福島県の建築設計協会の

県北支部の青年部」という若い皆さん方が、まちを

思う気持ちに立って、特に「安全・安心なまちづく

り」にいかに立ち向かうかと、非常に尊い精神のも

とにこのコラボ事業で実際にこのような講座をもっ

て開いてもらったわけでございますので、そのこと

に対して改めて感謝申し上げ、また今日お集まりの

皆さん方と一緒になってこの問題について議論を深

めていきながら、これからの本市のあり方と方向性

を見出していきたいと考えておりますので、ぜひ最

後まで積極的にご聴講お願い申し上げまして、大変

措辞ではございますが、市を代表しての挨拶に代え

させていただきます。よろしくお願いします。 
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PartⅠ ＜基調講演＞ 

●演 題：「住まいとまちの安全」 

      ～新潟中越地震災害の実情を語る～ 

●講 師：長 島 忠 美 氏 

     （衆議院議員・旧新潟県山古志村 村長） 

 

司会 それでは早速「第２部パート１」を始めさせ

ていただきます。パート１は、「基調講演」といたし

まして「衆議院議員の長島忠美様」にご講演をいた

だきます。どうぞ皆さま、拍手をお送りください。 
 ご講演をいただく前に、私からプロフィールを簡

単にご紹介させていただきます。「新潟県山古志村

村議会議員」を経て、平成１２年「山古志村村長」

に就任をされました。そして去年平成１６年１０月、

中越大地震災に遭遇しまして、村長として中心被災

地山古志村にて住民避難及び復興の陣頭指揮にあた

られました」。平成１７年今年３月、「市町村合併に

より山古志村村長退任後、「長岡市復興管理官」に就

任。引き続き被災地復興のために現在も尽力をされ

ていますが、その手腕を評価されて今年８月自由民

主党より衆議院選挙出馬、初当選をされました。そ

して今年１０月には「与党パキスタン地震緊急対策

本部現地調査団」として、パキスタンでの視察も行

われました。現在は「衆議院国土交通委員会委員」、

「災害対策特別委員会委員」をなさっていらっしゃ

います。本日は「住まいと町の安全 新潟中越地震

災害の実情を語る」という演題でご講演をいただき

たいと思います。それでは長島先生、よろしくお願

いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜講演要旨＞ 

 皆さんこんにちは。ご紹介いただきました「長島」

でございます。本日「住まいとまちの安全フォーラ

ム」にお招きをいただきました、福島県の建築設計

協会の皆さん、そして福島市の皆さんに心から感謝

を申し上げたいと思います。本当にありがとうござ

います。 
 震災を受けて、ちょうど去年の今頃、私たちが国

会に支援を訴えるために、私どもの近くでは無理だ

ったので、「新潟の商工会議所さん」から協力をいた

だいて作った「デモテープ」がありますので、話を

始めさせていただく前に、少しそれをご覧いただき

たいと思います。 
 
（デモテープ上映） 

 
 近隣の仲間から広域のボランティアということで、

参加をいただいておりました。心から改めて感謝を

申し上げたいと思います。 
 
○今も被災地では… 

 被災から１年経って、今被災地がどうなっている

か、まず皆さんにお話をさせていただきたいと思い

ます。 
 山古志村は、２２００人の人口でございまして、

実は１年経った今でも、仮設の中でほとんどの人が

暮らしています。６８０戸あったうち、今２０戸程

が前の村に帰って生活をしておりますけれども、た

ぶんこれから雪が深くなってくると、その人たちも

全てもう一度仮設で冬を乗り切るような形になるの

ではないかなと、そんなふうに思って、実は皆さん

が思っているほど生活を再建するということは進ん

でおりません。ですから、被災をした人たちが早く

家に戻りたいという気持ちと、私たちができるだけ

早く帰してあげたいという気持ちの中には、依然と

して大きなすれ違いがございます。そこの心のスト

レスを、私たちがどうやって解消してあげられるの

か、それは私に投げかけられた一番大きな課題かな

と、そんなふうに思っています。 
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○一瞬にして故郷が… 

 昨年の「１０月２３日の地震」、恥ずかしながら全

てをなくす災害というのは、当時首長として私は想

定をしておりませんでした。と申しますか想定でき

ませんでした。 
 「午後５時５６分」、一瞬にして故郷が壊れてしま

いました。私はちょうど自宅におりましたけれども、

１ｍほど持ち上げられて、次の瞬間、私の顔の前を

テレビが飛んでいきました。家中のものが部屋の真

ん中に転がり出してきたというのが現状です。私は、

とにかく家族と外に飛び出して、私は当時村長でし

たから、役場に行くと言い残して軽トラックで出ま

した。軽トラックって、車高が高いし狭いので、か

なりの所まで行けるなというふうに思いました。と

ころが道路が無くなっているので、全く行くことが

できませんでした。一回集落に戻って、集落の役員

さんに「住民を一ヶ所に避難させてほしい」とお願

いをいたしました。そして、「寝たきりの方も、そし

て、ここにおられない方の安全確認もしてほしい」

と言うお願いをして、歩いて役場に行くことにしま

した。一人の職員と一緒に、歩きはじめましたけれ

ども、私たちの所は、特産に「錦鯉」という産業が

あります。したがって、棚田・棚池でそれが全て抜

け落ちたために、道路という道路、沢という沢が土

石流と化していました。職員から「歩いて行くのは

危険だ」と、「村長に何かあっては対策が立てられな

い」ということで、その日は歩くことをとりあえず

断念して、情報を出すことに専念することにしまし

た。しかし、電気も電話も、道路も全て失った中で、

頼りの携帯電話電波塔が倒れてしまって、圏外にな

ってしまっていました。「どうして情報を出そうか」。

ラジオの放送を聞いたら、小千谷市だとか、川口町

だとか、長岡市だとかいっぱい出てくるけれども、

山古志村の名前は一回も出て来ない。たぶん、役場

に用意してある非常用の防災無線も、何らかの形で

使えなくなってしまっているということだけが想定

されました。山の方に上がって、携帯電話のアンテ

ナが一本だけ立つ所がありましたので、携帯電話を

かけまくりました。通じません。混雑しているのと

電波が弱いため。かけ始めて２時間ほど経って初め

て電話が通じました。それからさらに１時間かけま

くって、１２時を越えるか越えない頃、初めて私の

電話が県庁につながりました。「山古志村長ですが、

山古志村から情報入っていますか」と聞きました。

「何も来ていません」と言われました。「それでは山

古志村長の長島ですが、私が第一報を入れます」と、

「山古志村はおそらく壊滅的な被害を受けました」

と、「救援をお願いしたい」と、「追って状況が分か

り次第連絡をします」ということで電話を切りまし

た。それから自分なりに思いをめぐらせ、「どうやっ

たら住民のことを守ってあげられるか」。まず、「職

員に連絡を取る方法はないか」というふうに考えま

した。村内全域に電話をかけました。やはり村内全

域、携帯のエリア外になっておりました。午後６時、

帰れていない職員がいるだろうという想定をいたし

ました。たぶん出ているだろうと思える職員に電話

をしました。そしたら１０人ほど長岡と小千谷でい

ることが確認できましたので、「山古志に帰るな」と、

「県の出先である振興局に飛び込んで救援を求めて

私の指示を待て」というお願いをしました。同時に、

「夜山古志村の方に向かって歩く人達がいたら、危

険だから止めてほしい」というお願いをしました。

後で考えたら、職員が県の出先に行って救援を求め

ていてくれたことが、避難の時には大きく役に立つ

ことになりました。 
 夜が明ける頃、一本の電話が入りました。県知事

からでした。「何が必要ですか」と言われたので「壊

滅的な状況です。自衛隊のヘリをよこしてください」

と言ったところで、電波が弱くて電話が切れました。

それから私は、夜が白みはじめたので、歩いて役場

に行くことにしました。見た光景、「こんなことがあ

るのだろうか」。「あっていいのだろうか」という程、

全てが破壊されていました。たぶん、私と同じくそ

の光景を見る人は、「村民は一瞬にして、やはり絶望

の中に落ちていったんだなあ」と、そんなふうに、

今思うと感じます。普段４０分ぐらい歩くと役場に

着きます。でも道路がありません。山を登って、沢

をつたって、１時間半ほどかけて、やっと山古志中

学校という所に到着しました。そこから役場が目視

できます。役場の駐車場が大きく抜け落ちていまし
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た。「ヘリコプターを役場に下ろすことは無理だな」

と判断をしたので、山古志中学校の校庭にヘリから

下りてもらうことにして、近所から石灰を一杯借り

てヘリコプターの下りるマークを書くことにしまし

た。「○にＨ」、これがヘリのマークですが、私は「○

に×」と書いてしまいました。それでも、ちゃんと

ヘリコプターは、そのマークを探して下りてくれま

した。でも、中学校のグランドに着いた時、目にし

た光景、山がなくなっていたのです。「山が崩れた」

というと聞こえはいいんですけど、山がなくなって、

その下に住宅を呑み込んでいました。そして、グラ

ンドの外に２０数戸の集落がありますけども、全て

地滑りの中でぶら下がっていました。命…、みんな

はどうしているんだろう。そのことだけが、その瞬

間から一番の気がかりになりました。 
 午前７時に自衛隊のヘリが来てくれて、やっと無

線を使って県の災害対策本部と連絡が取れるように

なって、「私の乗るヘリをよこしてください」と言い

ました。それは私が全部の情景を確認したかったか

らです。県はヘリをよこしてくれることになりまし

たけれども、自衛隊、警察、そして消防のヘリが到

着する頃に、やはり私と同じように山を越えて歩い

てきた人たちから、ケガ人の情報が寄せられました。

私は、ケガ人の救助を優先することを選択いたしま

した。「私はヘリに乗りません、その代わりヘリコプ

ターの乗務員から見た情景を私に教えてほしい」と

いうふうに伝えました。午前１０時頃まで、それぞ

れのヘリコプターの乗務員から情報が寄せられまし

た。「山古志村に入る道路全てが寸断されたために、

山古志村が孤立をしてしまっている。そして、山古

志村は１４の集落で構成されているけれども、その

全てを行き来する道路が寸断されたために、１４の

集落も孤立をしてしまっている。そして、絶えず続

く余震の中で、住民は家に入れないで一ヶ所に固ま

って救助を求めている」という情報だけが寄せられ

ました。「村の中で生活をつなぐ方法はどうやった

らいいのか」というふうに考えました。でも考えれ

ば考えるほど、情報を聞けば聞くほど、そのことが

困難であることが分かりました。 
 

○苦渋の決断！ 

 午後１時、私にとっては一番したくない決断、「全

村避難」という決断をいたしました。「いかに村長と

いえども、大切にしてきた財産を捨てろということ

はできるのか。そして村長といえど、避難を指示し

て住民を全て連れ出すことは適当なのか」という狭

間の中にいたと思います。山古志中学校のグランド

にたどり着いてくれた職員はそのとき３人です。３

人の職員を呼んで、「村長として全村民を避難させ

ることにした。ついては協力してほしい」というお

願いをしました。「職員からは村長の決断は正しい

と思います。協力します」という言葉が返ってきま

した。それから２６時間、まさに戦場でしたけれど

も、自衛隊、警察、消防、信じられないぐらい連携

のもとで、人道的に私たち全ての避難を完了させて

いただくことができました。首長として避難、「村を

空っぽにしてどう責任を果たしたらいいのか」。それ

から２時間ほど、自衛隊の最後のヘリが出るまで考

え続けたことです。名案があったわけではありませ

ん。自衛隊のヘリで私も避難をさせていただく時に

「村を捨てるのではない、必ず戻って緑の村を取り

戻す」これが村民に対する私の約束だし、私が私に

課した約束です。 
 
○コミュニティの力が救いに… 

 その日から、皆さんの力を借りながらそのことに、

できるかできないは別にして、そのことだけを考え

てやってきたつもりです。想定がしていないところ

に災害が起きた時に、一番何が救いになるか。私た

ちの所では人の支え合うというコミュニティの力で

した。私が情報を与えられない、また情報も聞けな

いような状況の中で、きちんとその集落ごとに、そ

の時残った人たちの中から必然的にリーダーがみん

なをまとめて、体の弱い人やお年寄りを助けて一緒

に連れて来てくれた。これはやはり私達はコミュニ

ティの力だなと、そんなふうに思っています。 
 
○復興に向けて… 

 その後、被害の状況を知るにつれ、私の最初得た

情報より事は甚大でした。そこから見えない６つの
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集落全て全戸全壊、全ての住宅が全壊をしていまし

た。今年の秋、やっと住宅の解体が済みました。で

も地滑りの中にいます。地滑りの対策工事をして、

住宅を復旧するまで、私はあと１年でやり遂げたい

と思っているけれども、今日も雪が降ってきたよう

に、雪が降ると５ヶ月間工事がストップします。た

ぶん、「今年の冬と来年の冬、もう一回私と一緒に仮

設で暮らしてもらう人たちが３０％ぐらいは残るの

ではないかな」と、そんな心配をしています。でも、

災害を受けて原始的なことだとか法律的なことだと

かいっぱいあるけれども、一番の最後の頼りは皆さ

んから救援をしていただいた、支援をしていただい

た、その優しさです。気持ちが通じない限り地域の

復旧はあり得ません。私たちは「帰ろう山古志へ」、

誰もがあんなに壊れた山古志の中に帰ることを望む

人は少ないだろうと予測をしていたと思います。で

も、９４％の人達が「一緒に帰ろう」と言ってくれ

ています。それは、今日皆さんが命題に掲げておら

れるように、まちの安全、集落の安全、自分がやは

り生まれ育った所を愛するまちを安全に、そしてや

はり「守っていきたい」という気持ちに他ならない

のだろうと思います。雪国の住宅って、意外と丈夫

だったのです。それが全て壊れてしまったのです。

今、私は低コストで地震に強い住宅を提案してもら

うように準備をはじめて、設計事務所、そして学者

の皆さんから協力をしていただいて、間もなく住民

に示せる段階が来ます。１千万円住宅、私は８００

万円で作れと言いましたが。高齢者の多い所で、住

宅を失って住宅を再建する時に、やはり最後はお金

の問題です。お陰さまで義援金と県の支援金と市の

支援金。そして、いろんな制度を導入すると、たぶ

ん６００万円から７００万円の公的資金は使えます。

少しお金を足したら自分で住宅は再建できるという

気持ちを持ってもらうことが一番だと思っています

から、「８００万円住宅を提案してほしい」というふ

うに、皆さんの仲間にお願いをしたら、たぶん１千

万円住宅という提案になると思います。それでも１

千万円という目標が見えれば使える制度を総動員し

て、じゃそれに市や県や国が後押しをすることによ

って住宅の再建が進めば、自立ということの中でコ

ミュニティの保全が図られるのではないかなと、私

はそんなふうに思って今います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○まちづくりの基本 

「道路と建物の耐震化」と「人と心のネットワーク」 

 地震が奪ったものはいっぱいあります。でも、も

し皆さんのまちに地震が来たら、失ってほしくない

のが一つあります。それは「人が人を信頼するとい

う心」です。そして、「素直に感謝をするというあり

がとうという心」、このことだけは失ってほしくない。

私たちは、日本の中の災害でよかったと思っていま

す。「ありがとう」と言うことができました。でもア

メリカのニューオリンズ、そしてパキスタン、人が

人でなくなるような事態も発生しています。私が今

一番心配しているのは、たぶん災害は日本の国でな

くならない。もしも起きた時に、「人が人でなくなる

ようなことだけは避けたい」。「建物の耐震化だけで

はなくて道路の耐震化も進めてほしい」というふう

に今、国で訴えています。この磐越道、当時私ども

の所にとっては物資の輸送として非常に有効な道路

でした。でもこの道路が全部なくなってしまったら

ヘリコプターしかありません。今、パキスタンはや

っとトラックが少し行けるようになりましたけど、

ずっとヘリコプターで３５０万人の物資を運んでい

ました。とても足りません。「まちづくりの基本」、

やはりそれは「道路と建物の耐震化」、そして一番大

切なのは「人の心のネットワーク」。このことは、私

は被災をした立場から皆さんにお願いをしたいと思

います。 
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○家族を守ることを考えることが、地域を守ること

につながる 

 最後に皆さんに「家族で身を守る、これが防災の

スタートです」。そして「家族が守り合って、地域が

守り合って、そしてまちが守り合って」ということ

につながるんだろうと思います。「携帯電話、家に帰

ってそのへんに置いていませんか。テーブルの上や

どこかに置いていたら、地震の時に携帯電話は見つ

かりません。必ず、ちょっとみっともないかわから

ないけど、寝る時は手に取れる所、寝るまでは身に

つけておいてください」。そしてもう一つ、「車の中、

あるいはバッグの中に非常用に充電できる機械だけ

は必ず積んでおいてください」。そしてもう一つ、

「いざ災害を受けた時に家族が連絡する共通の所を、

できるだけ遠くの親戚に選んでおいてください。何

かあったらそこにみんなで連絡を取り合う」と。そ

して「できたら集合場所も決めておいてほしい」と

いうふうに思います。そしてもう一つ、「懐中電灯を

玄関あたりに引っ掛けておりませんか？地震だと全

部吹っ飛んでしまって割れて使えません。必ず床に

置くか転がらない所で取り出せる所に置いてくださ

い」。「非常用の持出物資、家の奥にしまってありま

せんか？地震だと取り出せません。いつでも取り出

せる場所を見つけておいてほしいなと思います」。少

しずつ、少しずつ「自分の身の回りで家族を守るこ

とを考えることが、地域を守ることにつながる」と

いうふうに信じてください。 
 
○子どもたちが「この村に生まれて良かった」と… 

 話が長くなりました。一つだけ私たちの、村民の

自慢話をさせてください。実は、避難をしてから子

どもたちのことがずっと心配でした。子どもたちに、

私は現場を見せないで、見せないうちに直して返し

てあげたいと思っていたのです。でも長引くことと、

やはり子どもたちの様子を見たら、現場を見せよう

と思いました。自衛隊のヘリコプターをお願いして、

子どもたちにヘリから被災地を見てもらいました。

やはり、全ての子どもたちが涙を流しました。ヘリ

で山古志を見る前、挨拶の元気がなくなっていたの

であえて見せたのです。そして、ヘリコプターで愛

する故郷の変わり果てた姿を見た３日ぐらいしてか

ら、やはり避難所を私は回りました。子どもたちか

ら「おはよう」。その次に「村長さんがんばって」と

いう言葉がついてきました。私にがんばれと言うこ

とは、「子どもたちは自分を失っていない」。「子ど

もたちは私たちが思っているよりずっと強い」。そう

いうふうに思いましたから、子どもたちのことを信

じてがんばることができました。３月９日、そのこ

とがはっきり分かりました。３月９日は山古志中学

校の卒業式です。子どもたちは卒業証書をもらうと、

一人ずつ必ず壇上で在校生や父兄や先生方や、私た

ちに向かって一言ずつ言葉を残していきます。全て

の子どもたちから「この村に生まれてよかった」と、

「この学校でよかった」と、「この友だちでよかっ

た」と、そして「地震で大きく姿を変えたけれども、

私たちはこの村が大好きです。全国の皆さんありが

とうございます」という言葉を全ての子どもたちが

残してくれました。私はその言葉を聞いて、「私たち

は子どもたちを心配するどころではない」、「子ども

たちから勇気をいっぱいもらっていた」。「子どもた

ちと一緒に頑張れる」というふうに思いました。私

は祝辞と言われましたけれども、とてもお祝いの言

葉は言えませんでした。ですから「地震以来、皆さ

んが希望を失わずにいてくれた姿に感動をしていま

す。皆さんが流した涙は決して無駄にはしません」

と言うだけが精一杯でした。「がんばれ」という言葉

で送ることはできなくて、「元気でね」という言葉で

送りました。でも、私たちはやはり今大切なのは「人

の和」、そして「人を信じること」、「諦めないこと」、

「焦らないこと」だと、そんなふうに思っています。 
 
○衆議院議員になった経緯 

 私が衆議院議員になった経緯、言い訳するわけで

はないのですけど、私、本当は衆議院議員を目指し

たわけではありませんし、お話をいただいた時も衆

議院議員を目指すつもりはございませんでした。理

由は２つあります。一つは「２２００人の村の長で

す。人間の器は生まれた時に決まっている、私はと

てもそんな器ではない」というのが一つの理由です。

もう一つは、「私は避難の指示をして私も仮設で仲
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間と暮らしています。だから仮設の仲間のそばを離

れたくなかった。特に私にいつも声をかけてくれる

おじいちゃんやおばあちゃんのそばを離れたくなか

った」。「これが２つの大きな理由です」と８日間お

断りをしました。でも最後は、あそこまで進められ

たら被災地の復興のスピードを上げることもさるこ

とながら、「私の経験がもし日本の国の中で災害が

なくならないのだとしたら、災害を受けた時に被害

が少しでも少なくなるように、そして辛い思いをす

る人が少しでも少なくなるように精一杯勉強してみ

よう」というふうに思って、衆議院議員にさせてい

ただきました。思ったとおり、近所のおじいちゃん、

おばあちゃんからは「遠くに行かないでくれ」と言

われました。「遠くへ行かない、必ず仕事をして分か

ってもらうようにするから」と今言っています。今

朝も仮設から出てきました。仮設を出ようとしたら

隣のおばあちゃんが窓を開けて「珍しいね」って言

うから、「毎週来ているけど、俺は朝早いからお前さ

んに会わんのばっかんがないが」って言って声かけ

てきましたけども。今も仲間とそんなふうに暮らし

ています。こちらの先生にもずいぶん衆議院でお世

話になっています。「佐藤先生」、そして「亀岡先生」

ですかね。１年生の同期ですから。勉強会でいつも

一緒で、とにかく二人で地域や故郷、二人でという

ことではないのですけど、みんなで地域や故郷のこ

とを元気よくするように、がんばれる議員になろう

と約束をしながらがんばっています。是非、これか

らも皆さんの地域が、災害が本当にないことを祈っ

ています。でも、もし少しでも災害が起きられるの

でしたら、これだけ一生懸命の方がいらっしゃるわ

けですから、被害が少ないように、そして一人でも

犠牲者が少ないように心からお祈りをしながら私の

感謝の挨拶に代えさせていただきます。 
本当にありがとうございました。 
 
司会 ありがとうございました。もういろんなこと

を考えてしまって、私自身ちょっと言葉にならない

部分があるのですけども、全壊した村を立て直そう

とほとんどの村民の方が考える方がいらっしゃるま

ちがあって、一方では安全なのにそのまちを捨てて

外へ外へと若者がどんどん出ていくまちがあって、

失って初めて気づくものがあるのであれば、その前

に今気づくべきなんじゃないかなとか、いろいろと

すみません、個人的な意見になってしまいました。

本当にありがとうございました。皆さんもこの福島

は非常に地震の少ない場所だとは言われていますけ

れども、先ほどお話にもありました「宮城県沖地震」、

３０年以内に９９％の確率で起こるということは、

間違いなく福島にもその余波があるということです。

今一度ご自身で、そしてご家族でできることを考え

てみてください。 
 さて、ここから１０分ほど休憩の時間をいただき

まして、第２部は４０分から始めさせていただきた

いと思います。そして、ここで改めてご講演いただ

きました「長島先生」に花束のプレゼントをさせて

いただきます。ありがとうございました。どうぞ皆

さま拍手をお送りください。この後もよろしくお願

いいたします。この後「第２部」は長島先生も加わ

っていただいての「パネルディスカッション」を行

いたいと思います。１０分後の休憩時間後に、また

この会場にお集まりください。よろしくお願いいた

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PartⅠ 終了 
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PartⅡ ＜パネルディスカッション＞ 

●テーマ：「地震とまちの安全を考える」 

      ～地震災害への備えは大丈夫？～ 

●パネリスト： 

    ○ 長 島 忠 美 氏 

     （衆議院議員・旧新潟県山古志村 村長） 

    ○ 山 田 義 夫 氏 

     （福島市市民部 部長） 

    ○ 佐 藤 良 治 氏 

     （福島市消防本部予防課 主幹） 

    ○ 田 中 幸 吉 氏 

     （福島県建築設計協会 木造住宅耐震化 

      促進検討会委員） 

●ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：  

    ○ 鈴 木 宏 幸 

     （福島県建築設計協会 県北支部青年部 

      部会長） 

 

＜パネルディスカッションの要旨＞ 

司会 それでは第２部は、先ほど講演を頂戴いたし

ました「長島忠美 様」にもご参加をいただきまして、
テーマ「地震と町の安全を考える 地震災害への備

えは大丈夫？」について、パネルディスカッション

をしていただきたいと思います。パネリストの皆様

をご紹介いたします。はじめに「衆議院議員 長島

忠美 様」。「福島市市民部長 山田義夫 様」。「福島
市消防本部予防課主幹 佐藤良治 様」。「社団法人
福島県建築設計協会理事 田中幸吉 様」です。そし
てコーディネーターは、主催者であります「社団法

人福島県建築設計協会県北支部青年部部会長の鈴木

宏幸」でございます。 
 それではここからの進行は「鈴木さん」にバトン

タッチしてお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
 
鈴木 パネルディスカッションの進行役を務めさせ

ていただきます「鈴木」でございます。先ほどの「基

調講演」、そしてこちらの「パネルディスカッション」

と、本当に皆さまにはご出席賜りまして誠にありが

とうございます。不慣れではございますが進行役を

務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。本来であれば大学の先生とかにお願いした

いところだったのですが、予算の都合もあって私が

自分でやるということも含めましてよろしくお願い

したいなというふうに思います。 
 それでは早速、進めさせていただきます。座った

まま失礼させていただきます。それではまずは「長

島先生」、本当に素晴らしいご講演をありがとうござ

いました。本当に涙が出てくるようなご講演で、た

いへん感動いたしました。その今の「長島先生」の

お話も踏まえて、「私たち福島市民として、今後どん

なことを考えていかなければならないか」というと

ころを、「４名のパネリスト」の皆さまのご意見をい

ただきながら、進めさせていただきたいと思います。 
それでは、この「シンポジウム」のこれからの議

論をさせていただく前に、ちょっと「パワーポイン

ト」でプロローグ的に資料を作らさせていただきま

したので、先にご覧になっていただいてから、進め

させていただきたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○プロローグ（パワーポイント映像） 

鈴木 それでは、「パート２パネルディスカッショ

ン」のテーマでございますが、「住まいとまちの安全

を考える ～地震災害の備えは大丈夫？～」という

テーマで進めさせていただきます。 
まず、１９９５年１月１７日火曜日５時４６分、

「阪神淡路大震災」が発生いたしました。マグニチ

ュード７．３でございました。そしてご覧のような



 - 13 - 

甚大な被害が出ております。２００４年１０月２３

日土曜日１７時５６分、先ほど長島さんからもお話

ございましたように「新潟中越地震」が発生いたし

ました。マグニチュード６．８、ご覧のような甚大

な被害が出ております。また、２００５年３月２０

日には、福岡県におきましても「福岡県西方沖地震」

が発生しております。こうして、近年の状況を見ま

すと、突然襲ってくる大地震でございますが、「過去

１０年間を見ただけでも、日本中で大きな被害が出

ております」。いろんな災害の写真を少し貼付させて

いただいておりますが、本当に写真では本当に絵で

はございますけども、これが現場で見ると本当にと

んでもないような状況になっていると、陥っている

ということでございます。道路も含めまして、土砂

崩れなども発生いたしております。建物は、もうと

んでもないような状況にもなっております。よって

「私たちのまちは大丈夫？」ということで進めさせ

ていただきます。 
近年における地震発生の予測を見ますと、地震調

査委員会の発表では宮城県沖地震が発生する確率が、

２００５年の１月を基準にいたしますと今後１０年

以内では５０％、そして今後２０年以内では９０％

に上がると。そして３０年以内では９９％の確率と

いう発表が出ております。「市民に危機感はありま

すか？」。「もしもの備えはできていますか？」。「残

念ながら危機感と備えは不足している」というふう

に思います。例えば、大きな地震が発生したらば、

「家にいるお年寄りはどうなってしまうでしょう

か？」。「学校にいる子供たちはどのようになってし

まうのでしょうか？」。 
そこで、私たちは市民協働により「住まいとまち

の安全」について、そして「地震災害対策の重要性

をより多くの市民に啓蒙してまいりたい」という趣

旨のもと、開催させていただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 
 
○日頃の業務や活動、地震災害に対する危機感 

鈴木 それでは早速、議論の方を進めさせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

それでは改めて、本日「パネリスト」を務めていた

だきます皆さまから、「自己紹介も兼ねながらこれ

までの活動またはご体験、そして現在地震災害に対

してどのような感想をお持ちか」というところから

お話を伺ってまいりたいと思います。それでは「長

島先生」の方から一言ずつお伺いしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長島 先ほどはありがとうございました。私は先ほ

ど話した通り、２２００人の村の長でした。「地震の

備えが万全であったか、なかったか」と言えば、や

はりあれほどの被害は想定できませんでした。何が

起こったかというと、「耐震補強」をした建物って、

たぶん地震があった時に大丈夫だって皆さんお思い

になりますでしょう。でも私たちは合併を控えてい

たので、合併までに荷物を全部やり遂げようと思っ

て、中学校の「耐震補強」をして９月２７日に受け

取ったのです。その建物が今回の地震で真っ二つに

折れてしまったのです。だから「地震が地盤災害を

誘発する」ということが、特に中山間地にとっては

一つの大きな課題として、今回の地震が出てきたの

だろうと思うのですね。中山間地だけではなくて、

「液状化」ということの中では、たぶん「建物の耐

震化」だけでは建物は防げないという問題がやはり

出てきたのだろうというふうに思います。私はこの

ことが、一つの課題にこれからしていきたいなとい

うふうに思っていますし、もう一つは「地震のエネ

ルギー」を予測して、避難なりの準備情報を出せな

いということなのですね。昨日ですか、一昨日です

か、宮城沖地震１４秒前に予測をしていたという大
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学の先生がいらっしゃいましたけれども、１４秒で

はたぶん、よほどの方ではない限り避難もできない

ですね。ただ水害や台風だと避難準備情報というこ

とで備えはできるのです。ですが地震は全く、家族

に地震がありそうだから近くに帰って来いとか、そ

ういう呼びかけができないのですね。だから地震に

対する備えというのは、少し他の災害とは違って、

もう少し慎重に、きっちりやらなければいけないこ

となのだろうなと、今体験を踏まえて受け止めてい

ます。ですから私は今、国でやっていますけれども、

敢えて申し上げるとしたら、「地震はないという想

定のところにあった時の方が、被害は深刻である」

という受け止め方をして、やはり「普段からまちづ

くり、家づくり、そして家族、地域づくりをやって

ほしいな」と、今はそんなふうに思っています。 
 
鈴木 ありがとうございます。地震の予測はなかな

かできないと、他の災害とは違うといった中で、も

う少しきちんとした考え方で進めていかなくてはい

けないというご意見を頂戴しました。それでは日頃

私たち市民の安全、安心といったところを担ってい

ただいております、「山田さん」の方からお話をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山田 「山田」でございます。今日の私のプロフィ

ールにも書いておきましたけれども、ずいぶん役所

生活が長いです。だいたい前半は堅い仕事をしてき

ておりまして、社会教育とか、職員研修とか、ある

意味で人づくりの方の関わりが、だいたい役所生活

の半分、残りがここの「コラッセ」もそうなんです

が、商工観光、それから水道企業の派遣ということ

で、事業所部門の方を主に関わってきております。

いろんな思いがあるのですが、特にこの西口「コラ

ッセ」につきましても、非常に実は深い思い入れが

ございまして、県と市と商工団体の３者で立ち上げ

た施設でございますけども、記憶におそらくあまり

ないと思うのですが、「地方拠点都市」というふうな

言葉が、実は今はできていますけども、その「地方

拠点都市の指定」を受けた本市が、唯一形として残

してきたのが、実はこのコラッセなのです。その意

味では、この「産業拠点の振興」という意味では大

変思い入れが強くて、私がちょうど商工の課長をし

ていた時にこの仕事を関わったということで、ここ

に来る度にそのことが、実は強く思い出されており

ます。併せて、ちょうどその時に「福島テルサ」と

いうのが雇用促進事業団の上町にある建物ですけど

も、あのテルサの立ち上げも関わってきております。

ちょうどその時に思い起こしますのは、正面玄関前

にモニュメントがあるのをご存知でしょうか。。ちょ

うど風見鶏のようにモニュメントが作ってありまし

て、ベンチ形式になっております。おそらく地域の

人以外は分からないかと思うのですが、実はあれが

まさしく福島市の「阪神淡路大震災の教訓」を受け

た後の、一つの大きな取り組みの表れなのです。あ

そこは「防災ベンチ」になっています。あのモニュ

メントの下にはいろんな「防災器具」が入っており

まして、「ペンチとか、スコップとか、ロープとか」。

第１号で、全国的にも取り組みが早かったというこ

とで、全国ニュースされたというような経緯があり

ますけども、その「阪神淡路大震災」のいわゆる経

緯を踏まえて、本市も少しずつ「防災」に対する取

り組み方が変わってきたのではないかというふうに

感じております。 
今、ちょうど私は「市民部長」ということで、先

ほどもお話したのですが、「防災と防犯」という中に、

今日本は大変大きなテーマを抱えているところの部

署ということで、毎日せわしく動いておりますけど

も、この「防災」につきましても、特に「水害」、水

害につきましてはご承知のように、「平成の大改修」

ということで、だいぶ河川が阿武隈川を中心に整備



 - 15 - 

されておりまして、よほどの大きな台風が来ない限

りは、本市の場合は、支川も含めて大丈夫だろうと

いうふうな自信を持っております。ただ残念ながら

「地震」につきましては、非常に備えが薄いと思い

ます。あるいは弱いと思います。なぜかといいます

と、「地震」がやはりないですね、本市は。非常に少

ない。最近でこそ「宮城沖の地震」が発生しており

ますけども、これまでにも絶対ないわけではないの

ですが、市民の皆さんが本当に「危機意識」を持っ

てこの「地震」に対してどうしようかという「意識

は低い」と思います。それは行政も同じですね、残

念ながら。それで我々担当部署として、まずできる

ところからとにかくそういう「防災に対する意識」

を持っていただこうということで、後ほどもお話が

出るかと思うのですけども、いろんな取り組み方を、

今現在もしてきております。その一つの表れが「防

災室」というのを立ち上げました。これは「職員は

専従で３名」しかいないのですが、そこでいろいろ

この「防災に関わる専従の仕事」をさせておりまし

て、何かあった時にはそこが中心になって動くと。

もちろん「消防」、あるいは「自衛隊」、「警察」等と

の「連携」も全てそこが中心に行うというふうにし

ております。その「防災室の仕事」に、非常に地味

ですけども「防災講演会」、こういうものを隨時求め

に応じながら開催しております。こういう地道な活

動が、地域の皆さん方に「防災意識」を持っていた

だこうというきっかけになればありがたいというふ

うなことで、「防災講演会」をそれぞれの地域で求め

に応じて開催しているというのが一つです。 
あともう一つは、先だっても終わったのですが、

「防災訓練」、これも毎年どこの地域でも行うわけで

すけども、今年は「福島県との合同で防災訓練」を

行いまして、今年については「市の中心部」、あるい

は「競馬場」、それから「阿武隈の河川」等々の４ヶ

所で合同での訓練を行いまして、この訓練の仕方に

つきましても、単なる「展示型の訓練」だけではな

くて、地域の皆さんと一緒になって合同で、まさに

協働で訓練をしようということで、実施をしてきて

いると。そういう活動が、やはりどちらかというと

「地震に対する意識」の市民性を少しずつ変えてい

くきっかけになるのではないかと、そんなことを考

えておりますし、あるいはもう一つは今日のような

こういう皆さん方が自主的に開催されるような場、

そんなものも幅広く支援していく、あるいは一緒に

やろうという姿勢で取り組んでいるのが、今の現状

でございます。また後ほど、詳しいことはお話した

いと思います。 
 
鈴木 ありがとうございます。私たちが、なかなか

気がついていないような市の取り組みの一端をご紹

介いただいたのではないかなと思います。それでは

同じく、行政として、日頃から「火災予防」のお立

場で、いろいろな現場でのご指導をされております、

「佐藤さん」の方からお話を頂戴したいと思います。

よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐藤 どうも皆さん、「予防課の佐藤」です。「消防」

といいますと皆さんのイメージ的には火事になった

らばポンプ車が来てくれる、火事を消してくれる。

あるいは、最近は福島２９万市民の３３人に１人が

年に１回は、救急車を使っているというような「救

急出動」が多くなっているという現状で、「救急」の

方も頭に浮かべると思いますが、私の「予防課」と

いうのは、皆さまに馴染みのあるところでは、家を

作るという場合に「建築確認の申請」をしますね。

その時に消防サイドからの「消防同意」というのが

必要になります。その時の「同意の行為」をする。

あるいは、火災が発生しましたらば、その原因を究

明する。というようなものがあります。昨年１年間

を見ますと、火災は１１１件という件数であります
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が、一番多いのはコンロですね。ガスコンロ、天ぷ

らのかけ忘れ等のコンロ、あるいは社会的でありま

すが放火、あるいは放火の疑いというもの。そして、

タバコというものが大きな上位を占めていると、こ

れは全国的にも同じです。ただ全国的にも問題にな

っているのが、平成１５年以降、火災による焼死者

が増えてきている。１７年振りに１０００名以上の

火災での死者が出ているという現状があります。な

ぜ火災で亡くなるのかといいますと、どうしても煙

を吸ってしまう。日中であれば逃げられると思いま

すが、どうしても夜間に発生してしまうと煙を吸っ

て体が動かない状態、気がついたらもう体が動かな

いというような状況、要するに逃げ遅れということ

があります。 
 福島市でも昨年は３名の逃げ遅れによる焼死、今

年は今までに９名亡くなられているのですが、その

うちの５名は逃げ遅れです。これをどうして防ぐか

という問題を、今全国的に取り組んでいます。その

一つの方策として、住宅に一つの「火災警報器」と

いいますか、「住宅用の火災警報器」をつけていただ

こうということで、１８年、来年ですね。来年６月

から新しく家を造る場合、寝室等につけていただき

たいということで「法律の規制」、さらには５年後の

２３年６月１日からは、皆さんが今住んでおられる

家にも、既存の住宅にもつけてほしいという「福島

市火災予防条例」での義務化が生じます。ただこれ

は、自己責任分野ということで、つけないからとい

うことで罰則をするものではないのですが、今言っ

たような逃げ遅れでの焼死が多いということで、義

務化をお願いしています。持ってきましたので、ど

ういうものかというのをちょっと聞いていただきた

いと思います。これはテストなので紐を引きますが、

中は乾電池が入っております。１個ずつつけられま

す、皆さんでもつけられます。音が低いように感じ

ますが、実際に今年の２月に東京都でありました、

一家５名が住んでいる二階建ての家で、この階段に

この「感知器」を付けていたおかげで、一階から出

火したのですが、早く逃げることができたと。夜中

です。寝ていても、この音というのは７０デシベル

ありまして、気がつくのですね。通常は気がつく。

ですから、早く煙というのは感知しますので、ぜひ

義務化として、先ほど言った来年から新築というフ

ローがありますが、今現在自分の身を守るというこ

とで、ぜひ今からでも付けてほしいなというのが、

一つお願いであります。 
 あともう一点、先ほどからこのテーマにあります

ような「地震」という問題。福島市にとっては「宮

城県沖地震」というのは過去２００年の間で７．５、

マグニチュードという発生した所での強さ、マグニ

チュード７．５前後のものが６回発生しております。

平均すると３７．１年に一度は発生しています。前

回は、昭和５３年６月に発生しております。もう２

７年経っております。ですから前回、福島市は震度

５であります。今回の８月１６日は５弱でありまし

たけれども、もう５の強から６の弱程度の地震は来

るものという認識を持って対応しなきゃいけない。

そのために、我々も自主防災組織の育成ということ

に取り組んでおります。今日は、その方を中心にお

話をさせていただきたいと思います。 
 
鈴木 ありがとうございます。詳しいデータも含め、

ありがとうございました。それでは、日頃から「建

築士」の立場で、特に「構造」を専門とされている

「田中さん」からお話をいただきたい思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田中 皆さんこんにちは。私は、昭和４７年に日本

大学工学部の建築学科を卒業後、「建築構造の設計

業務」を３３年間続けてまいりました。地震国日本

における安全を追求し、「構造体としてのモデル化

の重要性」と最近件数の多くなりました「耐震診断
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建物の判定委員」、また「木造住宅耐震診断審査委員」

として協力させていただいております。地震に対す

る基本的姿勢としては、構造体のバランスを何より

も優先させなければならないと考えております。意

匠的に例え優れているとしても、壊れてしまえば元

も子もなくなるわけです。現在、私は「ＪＳＣＡ、

日本建築構造技術者協会」の福島県役員として、建

築構造を業とする方々との研修などを通じて、より

高い技術の習得と、正しい構造設計を目指して努力

しておるところであります。よろしくお願いいたし

ます。 
○地震災害への備えの現状について 

鈴木 ありがとうございました。それではもう少し

突っ込んだお話を伺っていきたいと思います。まず、

いろんな立場の方々にパネリストを務めていただい

ているわけですが、「今、実際にはどんな備えをして

いるのか、備えの現状」をお聞きしたいと思います。

まずは、福島市の行政としてどのような備えが現状

としてあるかという部分を、「山田さん」の方からお

話いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 
 
山田 意外と市民の皆さんが、そんなに情報として

捉えていない部分があると思いますので、本当の基

本的なことなのですけども、例えばものすごく大き

な地震が来た、あるいは台風が来たといった時に、

じゃあ、市は何をやるかということがスタートにな

るわけですね。先ほど長島先生からもありましたけ

れども、我々も直ちに本庁の方に参集するようにな

っているわけですけども、そういう動きも含めて、

例えばそれらは何に基づいてやっているかというの

が、実は役所的なのですけども、これは全部決まっ

ています。全国自治体どこでも。それは国で定めま

した「災害対策基本法」という法律がありまして、

その法律が源になっております。ですからどんな災

害が起きた時でも、今現在はその「災害対策基本法」、

これは昭和３７年にできていますが、それに基づい

て全て自治体は動くようになっております。そこか

ら、じゃあ何がどうなのかということをちょっとだ

け具体的に申し上げますと、その法律は当然条文が

あるわけですけども、その中に「市町村防災会議」

を立ち上げることが、実は謳っています。ですから、

どこの市町村もそのようなことになっております。

「市町村防災会議」。その「防災会議」というのは全

部「条例」でそれを制定するようになっています。

決まりですね。ですからまず「基本法」という法律

があって、それを受けてその「１６条に市町村防災

会議というのを立ち上げます」というふうになって、

それは全部条例で定めるというふうになります。そ

の防災会議のメンバーというのが行政であったり、

あるいは行政機関、もちろん警察も消防も自衛隊も

全部入るのですが、それから民間のそれぞれの機関

の方ですね。だいたい地域における代表の方々がほ

とんどその防災会議のメンバーに入っているという

ふうにご理解していただいてよろしいかと思います。 
 その防災会議で「地域防災計画」というのを作る

ようにこれも決まっています。それを推進すると。

そこまでが全部共通項です、全国自治体。ですから

災害が起きた時にはまずそういう流れでもって動い

ていると。その「地域防災計画」というのがもちろ

ん本市にもありますし、けっこう分厚いですけども、

その中に事細かにいろんな詳細が書いてあるわけで

す。大きく言いますと「計画編」と「資料編」とい

うふうに本市の場合分けておりまして、計画編の中

には例えば「防災の職員体制」がどうであるとか、

あるいは「備蓄体制」がどうだとかという、たいが

い細かい計画がその中に謳われる。あるいは「資料

編」というのは、それぞれの組織がどのように毎年

毎年組織が変わる場合もありますので、事細かな資

料を謳ったものが「資料編」として綴られているわ

けでございます。その「計画編」の中に実は共通項

としてこの地震についても設けているというふうに

なっております。したがって我々が行政として災害

があった時に行動するというのは、堅い話で恐縮で

すが、全てがそのような法律に基づき、まず動くこ

とが決まっていると。ですから役所の職員になった

以上は「私はそんなのは嫌だ」と言うわけにはいか

ないわけですね。ベースにあるのは我々は市民の皆

さん、国民の皆さんの生命と財産を守るというのは

最大の行政の役割、使命であるということを強くそ

ういうことで認識をしてきているというふうになる
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わけでございます。 
 それからもう一つ、これも皆さん方の例えばお近

くに市の職員が住んでいる方もたぶんいらっしゃる

と思いますけども、そういう計画の中でどういう時

に職員が参集するかというのも決まっております。

一例を挙げますと、地震になりました。震度４にな

った場合についてはいわゆる「災害対策本部員」と

いうのが、我々も含めて直接関わる部があるのです

けども、その本部員の部長は直ちに参集と。これは、

本部は本庁舎の方になるわけですので、五老内町の

本庁舎の方に直ちに集まると、何があってもですね。

そういうふうに決まっております。あともう一つは、

同じ災害対策本部員の同じ部長クラスでも、例えば

商工観光部長とか、環境部長とか、そういう等々の

部長は自宅待機というふうになっております。それ

が、震度５になった場合については、全職員直ちに

参集というふうに変わります。ですから全職員です

から、市の職員約２３００おりますけども、全てが

それぞれの関わる部署の方に参集するというふうな

取り決めになっております。したがって皆さんのお

近くで仮に市の職員がいて、震度５の地震になって

も家にうろうろいるような職員では本当は困ってし

まうわけですね。直ちに参集と。ただこれも、実は

いろんな状況下にあるわけでございますので、それ

ぞれの事情によっては、なかなか持ち場を離れるこ

とが不可能な場合もあるかと思います。したがって、

一応全職員対応というふうにしているということが

あります。 
 それからこれも職員が忘れると困りますので、

我々もそうなんですが、名刺大のものを作って、私

は財布に入れておきますが、「イエローのカード」で

すね。こういうものを全職員に持たせたりしていま

す。絶対これはどこに行っても肌身離さず持ってい

ただきたいと。人間ですから何かの時にふと忘れる

こともありますので、ここに今言ったようなことを

地震の場合、一般災害の場合の「参集範囲」を示し

てあるということで、常にこれは肌身離さず持って

いただいて、意識を高めていただこうというふうに

しているところでございます。また詳しく後ほどお

話いたします。 

鈴木 ありがとうございます。それでは「佐藤さん」

の方から、地域のいろいろな「防災組織」等もある

かと思いますが、その辺のお話をお伺いしたいと思

います。 
 
佐藤 「消防」というのは、災害が起きればその起

きた最前線で活動する現場の舞台であります。この

我々が、何を思い考えているかといいますと、人命

優先であります。いかにして人を助けるかと、これ

がまず大事です。その後に、地震の場合ですと火事

が起きないことが一番なんですね。ですから出火防

止というのが、まず第一点挙げられるかと思います。

「阪神淡路」の時に６４３３名という犠牲者を出し

ております。ただ、助かっている方もいます。７２

４名が生き埋め、倒壊した建物の中等に取り残され

ていたのですが、助けることができたんです。じゃ

あ、どのくらいの日数で救出されているのかという

と、「新潟県中越地震」では「皆川優太ちゃん」が９

２時間という時間経過の中で助け出されましたけど

も、「阪神淡路」の場合１日目で４８６名、６７．１％

の方が助け出されています。３日以内で９７．２％

の方、大多数の方が３日以内です。まず、これを頭

に置いていただきたい。じゃあ、この方達を誰が助

けたのかということになります。自分で脱出できた

方というのは約３５％が自力で脱出しております。

あと家族の方が３２％ぐらいあります。隣近所の方

が２８％、通行人等が、通りかかった方が３％程度

ということで、例えば建物が倒壊した等の中で、周

りにいる方でないと助けられないのです。現実には

ですね。「自主防災組織」という先ほどのお話をしま

したが、これは地域の、その町内会等の助け合いな

のですね。こういう大規模な災害が起きれば、先ほ

ど「長島先生」が言われたように陸の孤島になる可

能性は多々あるわけです。そこで近くにいた方が助

けなきゃいけない。今我々は、「自主防災組織の育

成」ということを最重要目標にやっております。今

福島市には「８３８の町内会」があります。残念な

がら１００％に持っていきたいのですが、まだその

うちの３５の町会は、未結成なんです。これを１０

０％にもっていきたい。要は、そういう組織があれ
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ば、町内会長さんを中心にその中に防災部長さんと

いう方がいていろいろ指導、リーダー的な働きでや

っていただきます。こういう組織が、我々が到着す

る前に地域の方々が力を合わせて、防災部長さん等

の指揮のもとに助けていただくと、これが今我々が

求めている理想の姿かなと。消防の方はそれなりの、

例えば「中越地震」で見たような「東京消防庁のハ

イパーレスキュー」のような高度な機材、私の方の

福島消防本部にもそういう中に閉じ込めた方を見つ

ける機械もあるのですが、皆さんができないかなり

危険な箇所、あるいは潰されているというような、

これは我々プロに任せてもらうと。そうでなくて、

皆さんが自ら倒れた角材等をちょっとどかして早く

助けると、ここの範囲を皆さんにお願いしたい。そ

のために今取り組んでいるということで、まず自分

たちの町は自分たちで守るという意識ですね、それ

を持っていただきたいなと思います。 
そんなわけで、消防の中で昭和６２年から、「自

主防災組織」を結成している「各町内会」にメガホ

ンを支給し、全部支給終わりました。今年度からは、

ケガをした時に運ぶために、ケガ人を運ぶために担

架、折り畳みの担架ですね、今年は５０基配布いた

しました。今後、全町会といいますか、結成してい

る町会に配れるようにやっているというのが取り組

みであります。さらには「阪神淡路大震災」以降、

平成８年度から「福島市防災後援会」ということで、

優秀な自主防災組織の方２団体を表彰し、それぞれ

の功績に報いたいということで「表彰旗」というの

を授与しているという現状であります。これを今後

ともさらに進めていきたいというふうに思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴木 ありがとうございました。それでは田中さん、

特に最近、耐震などで「建築士の役割」も大きくな

ってきているかと思いますが、その辺も踏まえてお

話いただきたいと思います。 
 
田中 福島県の「建築設計協会」では、昭和５３年

の「宮城県沖地震」、「阪神淡路大震災」、そして「新

潟県中越地震」の建物被害などを教訓にして、負傷

者を１人でも少なくする方法ということで、「木造

住宅耐震診断の手引」というものを「福島県土木部」

の協力のもと完成いたしまして、県内４方部での講

習会を経て今「耐震診断者登録」を終わったところ

でございます。先月末の１１月２９日より、県内最

初の「木造耐震診断業務」ということで、「新地町」

におきまして始められました。今後、各市町村へと

波及していくものと思われます。現在、県内には「昭

和５６年の建築基準法改正前」、一般に言われます

「新耐震基準前」の木造建物が約２６万戸存在して

おります。一日でも早い「耐震診断」と「耐震改修

工事」が進むことを願っております。以上です。 
 
鈴木 ありがとうございました。それでは、またち

ょっと「長島さん」の方からこれまでの経験、それ

から現在は国の「衆議院特別委員会」の方にも出ら

れているということで、そういったことを踏まえて、

現在の備えがどんなものかといったところをお話い

ただければなと思います。 
 
長島 私は小さな村でしたからね、長岡もご他聞に

漏れず「防災計画」を見直しています。私がちょっ

とおかしいんじゃないかと言ったのは、避難を決め

るのに６人も部長が集まらなきゃ結論の出ないよう

な体制ではだめだよと。結論を出せる人を育成した

らいいじゃないかと。どの部長でも、住民のために

安全第一だと考えている時には結論を出して、指示

が出せる体制を作らなかったら遅れることもあるだ

ろうと。それはやはり人を育てることの方が先でし

ょうという話をして、今たぶんその方向で「防災計

画」をちょっと見直しているのだと思うんです。災

害を受けると、どう言ったらいいのでしょうか、法
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律を超えたところで、それが人道というところだと

思うのですけども、結論を出して責任をとらなきゃ

いけないところがいっぱい出てくるんですよ。私は

災害の翌日に、「個人情報」を持ち出せって言ったの

です、法律違反ですね。診療所のカルテと薬を全部

持ち出せって言ったのですよ。これは「継続医療」

がいっぱいいるために、いちいち医療機関にかかっ

て診断してもらっていたのでは、とてもスピードが

間に合わないと。カルテと薬全部「診療所」から持

ち出せ、「避難所」に届けろって言ったのです。 
 もう一つは、避難所で「救急診療所」というのは

「継続医療」ができないのです。これは「救急医療」

というのは無料だから、ケガをしたとか避難をした

所で発生したことに関しては無料で医療行為はでき

るけれども、「継続医療」の薬や治療はできないこと

になっている。そんなばかな話はないと。私が責任

取るからやってくれと言って、法律を読んでいった

ら医師の判断にという項目が一つあったので、もう

最後は医師の判断でやらせるということで、もうや

っていたのですけども、そこでやらせました。だか

ら最後は、やはりそういったところで住民のために

何が必要なのかと、その時点、時点で何が必要なの

かと。その所で対処のできる職員をいかに養成して

いくかと。非常に過酷だけども住民のために責任の

取れる体質をどう持てるか、というところが一番必

要なことじゃないのかなと、「長岡市」ではですよ。

そういうふうに今話をしています。国の中では、今

災害を受けた時に情報収集をするために「ハイテク」

を利用しようとしています。というのは、今の技術

ですから小さなチップを皆さん体のどこかに付けて

いれば、「なんのたれべえ」がどこにいたか全部情報

把握できるようなシステムはすぐ構築できます。で

もそれは「個人情報」とのやはり兼ね合いの中で少

し難しいだろうというふうに私は思っています、特

に都市部では。最後に何が頼りになるかって言った

らやはり「人の力」だと、私はだから「労テク」と

いうところを最後にやはり残した「防災計画」を立

てるべきだと発信をして下さいというふうに言って

います。極端に言ったら、最後の連絡手段は「のろ

し」しかなくなるというぐらいの災害もあり得ると

いうことを想定して、市町村は考えてほしいという

ふうに、発信をしてほしいというふうに、今は言っ

ています。全部駄目になることはありますよ。パソ

コンであろうが、インターネットであろうが、携帯

であろうが。駄目になる災害はあり得るのだと、そ

の時じゃあ、人はどうやって情報収集、情報を伝え

るかというところを想定する必要がある、というふ

うに今は言っています。 
 
鈴木 ありがとうございます。非常に実体験に基づ

いた、ちょっと私たちがなかなか机上では気がつか

ないようなお話を、今いただいたのではないかなと

思います。特に医療の面ですね、健常者ばかりでは

ございませんので、当然いろいろ病気やケガを患っ

ている方々もいらっしゃる。そんな方も含めて、皆

さんがいかに、最小限の被害におさえ避難できるか

ということも、やはり考えていかなくちゃいけない

のかなと思っております。 
 
○地震発生前、求められる地震災害への備え 

鈴木 これまで４名の方から現状の備えについてお

話いただきましたけれども、ここから少し、「災害が

起きる前に、どんなことをやっておくことによって、

災害の被害を最小限に抑えられるか」ということ、

それから逆に「災害が本当にもし起きてしまって、

起きてしまった後に、その被害の拡大を最小限に抑

えるためにはどうしていくか」ということ、ちょう

ど２つに時間を区切って進めさせていただければな

というふうに思います。それでは「佐藤さん」の方

からぜひ、「災害が起きても被害を最小限に止める」

といった視点でお話をいただきたいと思います。 
 
佐藤 先ほどの「宮城県沖地震」の例にも取りまし

たけれども、地震のことについて申しますと、まず

地震は起きるということですね。なぜ地震は起きる

のかと申しますと、「宮城県沖地震」というものは

「太平洋プレート」という「海の方のプレート、岩

盤のプレート」と、「本州・北海道」が乗っている「陸

のプレート」。この「陸のプレート」の方は「海のプ

レート」が下に潜り込んでいるのですね。必ず力と
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力がぶつかっていれば、いずれは崩れるのですね。

必ず地震は起きるのです。この地震は、起きるもの

と思って我々は対応しておりますし、皆さんにも対

応してもらわなきゃならない。じゃあ、一つ考えて

ほしいのは、５３年の「宮城県沖地震」というのは、

「福島」で重傷者３名、軽傷者２６名を出しており

ます。今回８月１６日は、これは想定されている「宮

城県沖地震」ではありませんけども、震度５の弱と

いうことですね。灯籠とか、吊り天井とか、そうい

うものの落下等で済んで、ケガ人等は灯籠が倒れた

ために１人ケガをしておりますが、こういう災害と

いうのをなかなか何十年に１回というサイクルで発

生するものですから、経験が少ないですよね。一つ

「パニック」ということを考えてほしいのですが、

なぜ「パニック」が起きるかと言うことです。「パニ

ック」というのは、普段から経験していればその起

きた時に自分でそれを処理する能力、経験があれば

「パニック」は起きないのです。だけども、そうい

う災害に初めて出くわしたと、自分で処理ができな

いというのに、パニックは起きる。ですから震度５

の弱は前回経験しました。今度は震度５強、あるい

は震度６弱起きるであろうと思われている、この時

にどういうふうに対応するかと。まず一つの方法は

「地震体験車」でですね、「起震車」というもので乗

って体験するというのもあるのですが、それはそれ

として、自主防災組織を育成し、いろんな体験をし

てもらう。というのは、そういう想定される、経験

したことのない災害に「パニック」を起こさないで

対応してもらうというために、日々訓練等をしても

らっているわけです。自主防災組織というのは、主

な役割といいますと誰がいないのか、行方不明者が

誰、この家に何人ぐらい住んでいて避難は何人、避

難していない人は何人というような避難の情報、情

報収集ですね。あるいはケガをしたと、あるいはケ

ガをする以前に、扉が開いていればそれを救出する

ということですね、助け出す。助け出した後にケガ

の手当をしてやる等の、そういう訓練を自主防災組

織の中でやっております。それは、そういうような

日々訓練をすることによって、大規模な災害の時に

スムーズに活動していただくというのが、一つ「自

主防災組織の目的」であります。その他に「事前対

応」としましては、自分でできることは自分でやっ

てほしいということです。それは「阪神淡路大震災」

で６４３３名の方が亡くなりました。この８割は、

「圧死」と言われています。要するに、建物が潰さ

れたことにより、あるいはタンス等が自分の上に倒

れてきたことによって「圧死」が８割なのです。こ

の対策をしなきゃいけないということです。これは

「耐震構造の問題」もございましょうが、まずでき

るのはタンス等重いものでも震度５の強、あるいは

震度６の弱ですと倒れます。簡単に倒れないように

するためには固定をすることなのです。これは皆さ

ん出来るのです。こういう、まずできることからや

っていきましょう、という問題が一つあります。先

ほど「長島先生」から「懐中電灯」の話で、本当に

実際災害が起きれば、ここに置いていても実際は役

に立たない時があるよ。というお話などがありまし

た。全く我々も気がつかない、ああそうなのかなと

いうふうに思います。ただ基本的には物を持ち出す

にはバラバラに置いてはだめだということですよね。

ですから、リュック等に一まとめにしておくと。い

ざ持ち出せる場所に置くという、このことがまず一

つ大事なのかなというふうに思いますし、その持ち

出し品の中にどうしても「陸の孤島」になってしま

った場合に、自分で少なくとも「３日間は自分の持

ち出したもので生活をする」と、「自活する」という

ことの対応をお願いしたいと。そうしますと、いろ

んな支援が３日以降には到着するだろうと思われま

す。少なくとも「３日間の自給自足の体制」をとっ

ていただくと。今はいろんな情報というのは取れま

すが、どうしても「ライフライン」が壊されますと

取りにくいということで、ただ「ラジオ」とか、あ

るいは暗闇ではしょうがないので「懐中電灯」とか、

最低の持ち出し品を持って対応するというのが、今

皆さまの中で準備できるものかなというふうに思い

ます。 
 
鈴木 ありがとうございました。「３日間の自給自

足の体制づくり」のお話とかもありましたけれども、

「田中さん」には、家づくりの方の視点でお話いた
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だきたいと思います。 
 
田中 福島県における「木造住宅耐震診断」の基本

としては、図面のみで判断するのではなくて、現地

の建物においての筋かいの取付け状況とか、床下の

腐蝕状況などを「実態調査」することにより、より

精度の高い診断ができるということを考えておりま

す。ただいまから、ちょっと「プロジェクター」で

流していただきますけども、実際「建物の診断」を

どのようにしているのか。ということを説明したい

と思います。 
 
（スクリーンを使用） 

 

 まず、診断する建物の状況ですけども、まず「外

から見た状況が基本」となります。建物の４面の外

から見た感じで、「外壁のひび割れ」とか、「換気口

あたりの基礎のひび割れ」とかということで、まず

何回か地震を経験していますとそれなりの症状が必

ず表れるということです。これは基礎の「換気口の

隅部のひび割れ」状況です。あと「小屋裏」に入る

ために「押入の天袋」といううですけども、上の段

から入って行くところの状況です。そして「天井裏」

に入りますと、このように「勾配屋根」の場合はこ

のような形で「母屋」、「垂木」関係、あと下の「天

井」とかがこういうふうに出ていますけども、これ

らの状態をよく見て判断しなければなりません。

「梁」と「柱」との関係で「金物」が、これは「羽

子板金物」といいますが、「羽子板金物」がきちんと

取り付いているかどうか。その辺も肝心なこととな

ります。これは「火打材」であります。これは「ス

チールのアングル」を使っていますけども、その部

材に対して「留め付けのボルト」がそれ相当のもの

が使っているのかどうかなど、ということも判断の

大切な面であります。これは「筋かいの端部の留め

付け」なんですけども、この場合は３本の、釘３本

ということで留まっておりますので、この筋かいの

大きさに比べてどれだけの「耐力」があるのか。「耐

力」としては、小さい方の「耐力」になってしまい

ますので、この場合は、せっかくの「筋かい」を使

っていても釘３本の「耐力」しかないということに

なってしまいます。あと「部屋のレベル」関係、「柱

の倒れ」なども見ながら「基礎の不同沈下」などを

推定するのも必要だと思います。この場合は、「レー

ザー」を使ってやっていますので、けっこう測定は

簡単でした。これは「床下の点検」です。床下が「つ

か柱」とかありますけども、「床下の湿潤状態」によ

っては「基礎の土台の腐朽」とかいうことで腐って

いる場合もありますので、この辺も注意して見てお

ります。実質的な診断をするのに、こういう「現場」

をきちんと見てやっているということです。以上で

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鈴木 映像をご用意いただいての、「耐震診断がど

ういうものか」というお話をいただきました。本当

にありがとうございました。それでは「長島さん」

の方からまたもう少し、今災害が多い中でどんなこ

とを国が考えているのかといったところを、少しお

話いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
 
長島 難しいですよね。今、国は「県庁所在地を結

ぶ防災ネットワーク道路」はきちんとやろうという

ふうに今やっています。私がこの前から質問してい

るのは、それだけではなくてやはり最低「市町村を

結ぶ防災ネットワーク道路」だけは「耐震化」を進

めるべきであろうと。「道路に面する建物の耐震化」

だけでは、やはり防げない部分があると。なかなか

平らな所に住んでいらっしゃる方が分かっていただ

けない。崖地あるいは、中山間地だから道路がなく

なるというふうに思ってらっしゃるんですけども、
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「液状化」という現象は、道路そのものをやはり平

場でもなくしてしまうんですね。間もなくたぶん公

式に発表になりますけども、昨年の地震で「信濃川

の河床」がある所で１ｍ１０㎝上がっているんです。

ですから、道路もそれぐらいの大きな平らな所でも

やはり被害を受ける。だから「防災道路」は必要だ。

というところを私は訴えていますし、ぜひ県や市町

村の立場でも「避難道路」あるいは「緊急輸送道路」

として、意味、わけのある道路については「耐震化」

を進めてほしいなと。国はそれに対する「建物の耐

震診断」と「耐震補強」に対する「補助金」だけで

はなくて、「道路」に対する「補助金」も出すべきだ

な、というのは今私の考え方で、そこまではまだ行

っていません。今「建物を耐震補強」すべきだとい

うことで、それに対する「耐震診断」をしてもなか

なか費用負担が多いので、「学校等の耐震補強」が進

まないというのは、「新潟県」はまだ２９％しか終わ

っていないのですよ。それを考えるとこの際、「避難

所」としての整備と「アスベスト対策」と、「耐震補

強」を一緒にやるべきだ、ということで今議論をし

ています。どうしても必要なのは「学校」というも

のが「避難所」になりがちだということを考えると、

やはり「耐震補強とバリアフリー」、場合によっては

「風呂やトイレの洋式化」も含めてやはり検討して

いくということは、これは「厚生労働省」、「国交省」、

「文科省」すべて一緒になってやっていくべき問題

だな、というふうに今は考えていますけども、そん

なふうに思っています。 
 あと、被災があった時の「被災者再建支援法」、皆

さんから届く声は、枠を外して平らに支援をしろと

いう声が山ほど届くのですね。実は災害が平らでな

いように生活も平らでないのですよ。ですから私は、

生活再建のためにやはり「支援の平ら」ではなくて、

生活再建するための「支援の公平」を期すべきだと。

当然困難な人には手厚く、自力で再建ができる人に

は自力でやっていただく方法を考えると。「生活再

建支援法」は、やはりそうあるべきだというふうに

考えます。それはやはり、最後に自宅や町を取り戻

した時に「コミュニティ」という所を失わずに済む、

大きなところにつながるかなというふうに思ってい

るので、自力再建を促すためにはそういった形での

考え方も取り入れていかなければいけないのだろう

な、というふうに今思いながらやっています。 
 
鈴木 ありがとうございます。さて、せっかくの機

会ですので、もし会場の皆さまの方で「長島先生」

なり３名の「パネリストの皆さま」に質問があれば、

ちょっとここでお受けさせていただきたいと思いま

すが、どなたかご質問はございませんでしょうか。

どうぞお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客席からの質問 「長島先生」に２点ほどお尋ねし

たいと思います。私実は「福島県の職員」で、「技術

系の職員」でありまして、「長島先生の基調講演」の

中にありましたように「応急危険度判定士の派遣」

などのセクションにおります。また「仮設住宅の供

給」なども含めて、「プレハブ建築協会との協定」な

どを進めておるセクションにおりますけれども、一

つに今回の「中越地震」の際に、私どもだけではな

くて各県から応援が入った中で、「応急危険度判定

士」の動きなどについての一つご要望等がありまし

たらお尋ねしたいということが一つ。それからもう

一つは、先生は現在も「仮設住宅」にお住まいとい

うことでございますけども、「仮設住宅」の快適とは

いかないでしょうけども、こんな点を改善してもら

ったらもっと２年、３年と暮らせるかもしれない、

というような所がありましたらお示しをいただきた

いと。あともう一つ最後になりますけども、私たち

行政職員はまさに災害時には役に立たなければなら

ない使命を持っておりますけども、「長島先生」も同
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じ当時「地方公務員」として働かれた中で、私ども

に対するサゼッションがもしございましたら、「行

政職員の心構え」みたいなものがもしありましたら、

ご指示をいただきたいというふうに思っております。 
 
長島 特に「今応急危険度判定」に全国の皆さんか

ら駆けつけていただきました。そのことは私たち、

自分たちができないことだからやはり非常に大きな

力になりました。いち早くそれをしていただいたこ

とが、自分で戻れるか戻れないか、あるいは自宅を

どう再建するかという、やはり一番早い判断につな

がったということで、非常に大きな力を持っていた

だいたと、改めて心から感謝を申し上げたいと思い

ます。私どもの所は一次、二次までで、雪を迎えて

「三次判定」が春になってしまいました。ですから

「最終判定」がですね、だからそういうことを考え

ると、やはりもっともっと私どもが皆さんから協力

してもらいたい所があったのですが、私の所は残念

ながら入れなかったのですよ、しばらく。そんなこ

との中で、でも来ていただいて全ての住宅を見てい

ただいたということが非常にありがたかったし、皆

さんから技術的にもいろんなご示唆をいただいたと

いうこと。「仮設住宅」もやっておられるということ

ですので、敢えて申し上げますけれども、私は「避

難所」がバラバラでしたけれども、やはり「集落の

コミュニティを戻す」のが第一だと思ったので、「避

難所も集落ごとに引越し」をさせたのです。「仮設住

宅」もわがままを言って、今「集落ごとに仮設住宅

を造って」いただいている。今おっしゃられたよう

に２年、３年覚悟を決めて住む以上は、隣近所も覚

悟を決めて住まなきゃいけないということで、集落

ごとに、もと村にあったのと同じような集落の形で

今住んでいます。仮設の中に集落ごとに「集会所」

も造っていただいたし、村としては「診療所」を造

りました。デイサービスセンターも造りました。そ

したら警察が「交番」を造ってくれました。必要だ

か必要ではないか分かりませんけども、最近コンビ

ニの業者が「コンビニ」を造りました。だから村が

そっくりしたような形で、それはそれなりに暮らし

ています。「仮設住宅」はやはり、災害を受けて人生

の中のある一時期、貴重な経験だと思って受け止め

ようというふうに私は思っています。仮設でなけれ

ば経験できなかったいいこともあります。それは狭

いとか結露するとか言い始めたらきりがありません。

よかったことを２つ発見しました。それは田舎の家

だから、家にいると子供たちと一日に１回会えばい

い方です。ところが仮設にいると、ご飯食べるのも

テレビ見るのもみんな一緒だから、否応なしに話を

するようになります。長い人生の中でこれほど貴重

な経験はないなと思って、今感謝しています。それ

と隣近所が意外と近いので、大きな声を出すことが

なくなったために夫婦喧嘩がなくなりました。その

分、いっぱい話すようになりましたので、これもこ

れから私５４歳ですけど、長い間女房と二人で暮ら

すためには２年なり３年なりがいい経験になるかな

と、みんなそう思ってくれればいいかなと、そんな

ふうに今は思っています。 
 行政職員の皆さんが、私どもの所も一生懸命頑張

ってくれました。実は私、災害を受けて２ヶ月ぐら

いして、こんな犠牲を出すのなら仕事を辞めようと

思ったことがあります。それは、あまりにも職員が

頑張ってくれたことに私自身がブレーキを掛ける事

ができなくなって、一人の職員の命を失ってしまい

ました。３３歳という若さでしたけれど、水道の復

旧工事、私が朝事務所に行くのは一番早いのですが、

行くと同時ぐらいに、彼が毎朝５時半頃事務所に来

ます。第一声、「村長寝てるわか、大丈夫かね」お前

こそどうなんだと、俺は若いから大丈夫なんだと、

その論法で頑張り続けて、仮設に移った時少し心配

ですよ、とずっと言われたにも関わらず、大事な職

員が仮設に移った翌日、疲労のために交通事故で３

日後に息を引き取りました。職員の命を犠牲にして

まで、災害復旧をやり続けることが必要なんだろう

かという思いがあって、葬儀の終わった夜「もう仕

事辞めようかな」と思って落ち込んでおりました。

そしたら、その職員の仲間の若い職員が私の所に来

て、星野ケイジという職員ですが、ケイジは仕事を

しながら死んだと、誰がこの思いを受け継ぐ、村長

でなければこの思いは受け継げないと言われて、悲

しみはとりあえず置いておくことにしました。そし
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て彼の思いを果たそうと今は思っています。 
 ３月３１日村長最後の日、彼の所に行って一通の

手紙を置いてきました。その中に、皆さん職員に対

する思いを書いておいたつもりです。長として、皆

さんのことを守ってやれなかった痛恨の思いはあり

ます。責任も感じています。でも彼が思った住民の

この姿だけは、絶対に約束を果たすと、その時は二

人で山古志で酒を酌み交わそうと言って手紙を置い

てきました。だから私は職員の皆さんがその立場立

場で最善の努力をして下さる、そのことはその時々、

その市町村の長、あるいは上に立つ人がきっちり把

握をしてくれるだろうと、そんなふうに今は考えて

います。 
 
鈴木 よろしかったでしょうか。ありがとうござい

ます。それではまた再開させていただきたいと思い

ますが、今までのお話を聞いた上で山田さん、いか

がでしょうか。行政の福島市の立場といたしまして。 
 
山田 今、「長島先生」がお話されましたけれども、

非常に実は感じるものがありまして、福島市で災害

が起きた場合に先ほどお話しましたけれども、その

防災室というのは３人しかいません、現実に。到底

３人ではできるわけがありませんので、全職員も含

めた応援体勢を組むわけですけども、事がおさまる

までにはもちろん災害の規模がありますけども、ほ

とんど防災室の職員は詰めておりますよね。これは

やはり大変なことでありまして、こういう異常時に

おけるいわゆる職員体制をいかにとるべきか、とい

うのが我々やはり大きな課題に実は直面していると

いうことを痛切に感じました。それからもう一つは、

やはり先ほど来、佐藤さんもおっしゃりましたけど

も、やはりこれからできることは役所には限界があ

りますね、いくら考えてみても。そうしますとやは

りこの地域、つまり協働という捉え方の中でいかに

地域の皆さんと一緒になって、いろんなことを取り

組んでいく必要があるのか、ということも改めて感

じるわけでして、今日は防災という、特に地震とい

う視点でのフォーラムでしたけども、ちょっと話そ

れて恐縮なんですが、今防犯という問題も防災と合

わせて大変な、実は我々に大きな課題を背負わされ

ておりまして、警察も学校関係者も含めて非常に悩

んでおるというふうな状況にございます。これらも

やはり考えていくと、とにかく隣に住んでいる人が

誰か分からないという社会になってしまったのでは

困るわけですよね、お互いさま。やはり隣三軒両隣、

少なくとも自分たちの住んでいる近場の皆さんはど

ういう方で、そしていざという時にお互いに協力し

合える、助け合える、そういう地域づくりをもう一

回構築していく必要があるし、そういうことを考え

ていかないと、ますます今我々に直面している問題

を対応していくのには大変難しいなという感じを改

めて思いました。そういう意味で、今回今瀬戸市政

二期目に入りまして、特に協働という理念を非常に

強く市長自身も高めておりますし、一期目にいわゆ

る協働という考え方を示しながら、まさにこの二期

目でそれらが実を結ぶ、花が開くというところに入

ってくるわけでして、そういう意味では今回の鈴木

さんらがやられたコラボによるこのフォーラムとい

うのも、実は大変意義が大きい。テーマもさること

ながら、その取り組んでいること自体に大変私は感

謝申し上げたいし、特に今日会場の皆さん方におか

れましても市の取り組みが協働ということを本気に

なって取り組んでいくのだという、そういう姿勢の

一つというふうに、ぜひご理解していただいて、今

後も役所も皆さん方も、事業主の皆さん方も一緒に

なって、やはり地域づくりをしていくということを

改めてお願いしたいというふうに思います。 
 
○地震発生後、求められる協働による取り組み 

鈴木 ありがとうございます。もっともっと続けて

いたいところなのですが、時間の方も迫ってまいり

ました。最後に、先ほどまで地域のコミュニティの

お話、それから協働のお話が出ております。その中

で、やはり私たちは隣近所との協働、また官民の協

働、いろんな協働があるかと思うんですが、この「協

働の視点でもし地震災害が起きた場合、起きてしま

った後にどんな協働でこの復興をしていかなくちゃ

いけないか、もしくは被害を最小限に止めるかとい

った視点」で、最後にお一人ずつ「まとめのご発言」
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をいただいてまいりたと思います。それでは田中さ

んの方からよろしいでしょうか。 
 
田中 市民協働のまちづくりということに関しまし

ては、現状ではまだまだ不十分な、整備不十分な面

があるのではないかなと私自身、個人として思って

おります。具体的には、緊急災害時の食料のストッ

ク、テント、寝具等が不十分でありますので、これ

らは、地域ごとに小学校や中学校などの一室に常時

ストックする必要があるのではないかと思われます。

食料などは定期的に入れ替えも必要なのであります

けども、基本的には災害が起きた場合には、大きな

災害が起きた場合には、交通手段が失われた時点で

の対策が基本となるのではないかと思われます。以

上です。 
 
鈴木 ありがとうございます。それでは佐藤さん、

いかがでしょうか。 
 
佐藤 まず大事なのは自分の命を守ると、まず自分

の問題ですよね。その後に、近くにいる方を助ける

というのがついてくると思います。これは自主防災

組織としての活動の一環でしょうし、これが防災の

基本なのかなというふうに思います。さらには「向

う三軒両隣」ということが、先ほど山田部長から出

ましたけども、これはどのぐらいの人数が、アパー

トは別としまして、一般的に向う三軒両隣という人

数がどのぐらいの人数かといいますと、一般的には

７名から１０名という単位だと言われております。

これは何が大事かといいますと、例えば避難をする

にしても７人から１０人という単位は、誰か一人い

なくなっても分かるのですね。把握できる人数なの

です。ぜひ、そこらへんも含めて「自主防災組織」

の中での活動の中でも、避難する時のグループ化等

も考えた方がいいのかなというふうに思います。と

にかく我々も頑張ります。どうぞ皆さん、さらには

地域、さらには個人として、それぞれの対応をお願

いしたいというふうに思います。 
 
鈴木 ありがとうございます。山田さん、お願いい

たします。 
 
山田 一言だけです。いよいよ先生いらっしゃいま

すけども、「三位一体改革」が本腰になってきており

まして、国庫補助金、それから地方交付税は削減さ

れ、その代わり税金が地方に回すということで、我々

分権という仕組みの中で、ますます地方の責任は重

くなってくる。そういう時に、やはりお一人お一人

が、そういうことをぜひ考えていただきながら、い

かにしたら地域づくりをその中でやっていかれるか。

それはくどいようですけども、行政だけではできま

せん。一緒になって取り組むからこそ、これからの

分権社会が乗り切れるというふうに信じております。

ぜひ今後とも、このような機会も通しながら皆さん

と一緒になって、素晴らしい地域づくりに向けて頑

張っていきたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。 
 
鈴木 ありがとうございました。それでは最後に長

島さん、よろしくお願いいたします。 
 
長島 今日は本当にありがとうございました。お招

きをいただいて、いろんな話をさせていただいて感

謝しております。今もずっとお話があって協働のま

ちだと、そのことに私も共感をしております。でも、

いろんな思いがあった時に、やはり今回「耐震偽装

事件」が起きた時に、最後は「人が人をどんな場合

でも守る」という気持ちがないとどこかで気を緩め

たり、やはり作為的に気を緩めたりすることがある

ようなことがあるとすると、やはり多くの人が不幸

になってしまう。それはお互いの理解をもっともっ

ともっと深めて、お互いが必要としていると。お互

いを必要とするから守るというところを、理解を深

めていってほしいなと思います。この「耐震偽装事

件」、私の与党のプロジェクトで大きな問題を抱えな

がら、これからやっていかなければいけません。人

災であると同時に、被災者にとっては寝耳に水の話

です。そこのところをきちんとわきまえてやってい

く、やはり自然災害と同時に、協働のまちづくりの

中ではこんなことは生まれ得ない、ということを知
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りながら、そんなまちを創っていってほしいという

お願いと感謝に代えさせていただきます。ありがと

うございました。 
 
鈴木 皆さま、本当にありがとうございました。今

本当に、最後に長島さんからいいお言葉を頂戴した

のかと思います。やはり「人が人を守る、お互いに

人同士で守り合う」という精神が大事なのではない

かなと思っております。ぜひ今後、福島市において

もこの精神に則って、それぞれまたお帰りになった

ら周りの方とそんなお話をしていただければありが

たいと思いますし、また行政の皆さまの方にもそん

な声を届けていただければ、よりいい地域づくりが

できるのではないかなと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 それでは大変つたない司会進行ではございました

けれども、以上でパネルディスカッションの方を終

了とさせていただきたいと思います。皆さま本当に

最後までご静聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
司会 パネリストの長島様、山田様、佐藤様、そし

て田中様、そして進行役の鈴木部会長の皆さま、本

当にありがとうございました。もう一度皆さま、大

きな拍手をお送りいただきたいと思います。それぞ

れの視点、それぞれのお立場から大変興味深いお話

をお伺いできました。 
 それでは定刻になりましたので、フォーラムを閉

じたいと思います。本日は「ふくしま協働のまちづ

くり事業 住まいとまちの安全フォーラム」にお越

しいただきましてありがとうございました。大変不

慣れな司会でご迷惑をおかけいたしました。そして、

このような素晴らしい所にご一緒させていただいた

こと、心から感謝いたします。どうもありがとうご

ざいました。 
 

終了 
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「住まいとまちの安全」フォーラム 

アンケート集計結果 

 
【設問回答】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参加者の意見、感想】 
● 自治体の長として行った最初の行動は、情報を集めること、知った情報を発信することと聞き、なるほどと

思った。 
● 家族との連絡が一番。集まるところを確認し合っておく。 
● 重要なことは、希望を持つこと。 
● 大変良い講演で参考になりました。 
● 大変参考になりました。さっそく我が家の防災対策にとりくんで行きたいと思います。 
● 大変良い講演で参考になりました。 
● 長島議員のお話を伺い改めて、人と人の絆・信頼など、大いに参考になり、このようなフォーラムお通して、

「安全・安心そして備え」について、学習することができました。今後は実践していきたい。 
● 長島さんの話がとっても良かったです。体験者の話は迫力がありました。 
● 山古志村民にエールを贈りたい！ 

1．今後３０年以内に宮城県沖地震が発生する
    確率が９９％だということをご存じですか？

はい, 63

いいえ, 8

どちらでもな
い, 0

はい

いいえ

どちらでもない

4．あなたは、「耐震診断」に公的な補助が
    あれば行いますか？

はい, 62

いいえ, 7

どちらでも
ない, 2

はい

いいえ

どちらでもない

3．あなたは、ご自宅の「耐震診断」を希望
    しますか？

どちらでもな
い, 2いいえ, 23

はい, 46

はい

いいえ

どちらでもない

6．あなたは、建物の耐震補強に対する情報
    提供、または相談できる団体（または機関）
    が必要と思いますか？

はい, 70

いいえ, 1
どちらでも

ない, 0
はい

いいえ

どちらでもない

5．あなたは、「耐震診断」の結果、建物の補強
    工事が必要なら補強工事を行いますか？

どちらでもな
い, 3いいえ, 5

はい, 63

はい

いいえ

どちらでもない

2．あなたは、何か地震対策をしていますか？

どちらでもな
い, 0 はい, 26

いいえ, 45

はい

いいえ

どちらでもない
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● 新潟中越地震について、テレビや新聞報道で知っておりましたが、本日の長島先生の現地の実態を伺い、災

害の恐ろしさを学び知りました。はたしてここ福島で、災害になったらと思うとなにができるでしょうか。

感動もありました。パネルディスカッションも大変勉強になりました。市行政のこと、建築協会の取り組み

を知り、心強く思いました。次回、楽しみにしております。 
● 長島先生のお話は心にしみて、涙が出ました。大きな事から始めようと思うときっかけをつかめず出来ませ

んが、小さい事を今日から、家族と話し合って災害に対する備えを使用と思います。 
● 長島さんのお話、感動しました。そして、コラボの支援がいい企画となり、我々支援スタッフも「得たり」

の心持ちです。姉歯さんの問題も含め、タイムリーなそして深い感銘の残るフォーラムであったと総括でき

ます。KeyWordはNotHowｔｏ，ButWhy 
● 各地の体験を集約して、全国の安全工場をはかってもらいたいと思った。防災講演会等の開催は大変有効。 
● 長島議員の講演は大変感動しました。この教訓をぜひ市民の来策に生かしてほしいと思います。パネルの内

容も良く、十分わかったものとなった。 
● 大変良い話だった。感動した。参考になった話が多く、これから活用したい。 
● 自宅の耐震についてあまり考えたこ事がなかったので、考えさせられました。山古志村村長、長島氏の話を

聞けて、身のまわりの再検査をしてみようと感じました。もう少し、危機感をもってみようと思いました。 
● 現在、建物の構造の問題がクローズアップされて、注目していたが、本日は一般の方も少ないようでしたが、

このようなことは（企画）良いことと思います。建築業界としての開かれた活動に期待しています。（特に今

回は青年部主催のようですので）実体験・行動に対応された長島さんの話は大変良いものでした。国での活

動にも期待させて頂きます。山田部長さんの話も身近な話であり、行政としての取り組みが詳しくわかりま

した。福島市行政運営の今後に期待したい。佐藤さんの話もまた、今後の生活に対応できる話でありために

なった。専門家田中さんの話も専門的で良いが、一般の方との身近になるような設計業界の活動にもっと期

待したい。本日は勉強になりました。 
● 災害に対する危機感がたりなかったと感じた。 
● TV などで山古志村の状況を知っているつもりでしたが、実際に長島先生の話を聞く機会を頂き、とても心
にひびくものがありました。 

● 大変感動いたしました。 
● 工事の資金の心配があります。 
● 長島さんの話に感動しました。 
● 防災・減災について行政はもっとスピーディーに対応すべきだ。指定避難施設所になっている公共施設でも

耐震化がなされていないと、拝見している。又、地震だけでなく異常気象による集中豪雨も多発して莫大な

被害が発生している。市民・県民そして国民みんなで考えるべき。 
● 講演も配付資料も地震に備える心構えとして、大変参考になりました。ありがとうございます。 
● 大変良いフォーラムと思いますので、時期を考え行う事も必要であると思うとともに、時期を考えたらもっ

と多くの人に聞いてもらえるのでは。 
● 長島先生の講演感動でした。このようなフォーラムを続けてください。 
● パネルディスカッションの時に、現在地震にあった市町村民の人を出席してもらって、現在の状況の報告を

してもらったほうが良いのではないでしょうか。 
● 長島先生の話に感動しました。二瓶さんの涙は本物？ 
● 非常に良かった。 
● 長島先生の体験談を拝聴し、各自１人１人が地震をはじめとする災害対策について、もっと考えなければな

らないと実感しました。家庭でも子供を含め話し合いたいと思います。貴重なお話を聞けて、大変参考にな

りました。ありがとうございました。 
● 建築確認申請は通るが、その後まったく完了検査も定期検査も行わないホテル・旅館、その他の建物を野放

しにしている状態はいかがなものか？完了検査率40～50％、定期検査率３５～45％、上記の不良な建物でも
登記でき、電気・ガス・水道も通すのは一番の悪だと思う。 

● 非常にスムーズな進行で関係者の皆様に感謝いたします。 
● 建築業全体をゆるがす事件が発生しておりますが、地震や耐震を含め、消費者がわかりやすい業界となる事

を望みます。本当の安全・安心が目で見えるように。 
以上 


